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審査基準（不利益処分関係） 

 資料番号 ６ 担当課 消防防災安全課 

法令名 高圧ガス保安法 根拠条項 ９ 
不利益処分

の種類 
第一種製造者に対する許可の取消 

○高圧ガス保安法（昭和２６年６月７日法律第２０４号） 

（許可の取消し） 

第９条 都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者（以下「第一種製造者」という。）が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、

又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 

 

［参考条文］ 

○高圧ガス保安法（昭和２６年６月７日法律第２０４号） 

（製造の許可等） 

第５条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

一  圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積（温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。）が一日百立

方メートル（当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超え

る政令で定める値）以上である設備（第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。）を使用して高圧ガスの製造（容器に充てんすることを含

む。以下同じ。）をしようとする者（冷凍（冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。）のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油

ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 （昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。）第二条第四項 の供給設備

に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。） 

二  冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン（当該ガスが政令で定めるガスの種類に該

当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値）以上のもの（第五十六条の七第二項の認

定を受けた設備を除く。）を使用して高圧ガスの製造をしようとする者  
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